
推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ２２ 第７条 事業者の責務 １ 法令や条例等に基づく規制、誘導又は指導の実施

良好な自然環境や社会環境（住環境、景観、地域のつなが
り、文化など）を形成又は保持するため、法令や条例等に基
づき、対象となる事業活動等に対し規制、誘導又は適切な指
導を行います。

事業活動等に対する規制、誘導又は指導
を実施する課
（行政総務課）

Ｐ２２ 第７条 事業者の責務 ２ 地域社会との調和を図る事業者の取組への支援

地域における社会環境（住環境、景観、地域のつながり、
文化など）や自然環境との調和を図る事業者の自治活動へ
の取組を支援（取組への啓発、取組事例に関する情報提
供、取組の市民への紹介など）します。

全ての課
（行政総務課）

Ｐ２３ 第８条 議会の責務 ３ 充実した討議の推進

茅ヶ崎市議会基本条例の趣旨に基づき、一般質問において
は、一問一答方式（選択制）を適切に運用するとともに、
重複質問を議員間で調整することにより、重層的な質問を
推進します。
また、政策討議（常任委員会ごとにテーマを設定し、調査
研究、委員間討議等を経て、最終的に政策提言等を行って
いく取組）、委員会での委員間の討議など議会における討
議を充実させるための仕組みを活用し、充実した討議を推
進します。

議会事務局

一般質問において、一問一答方式がより適切な運
用となるよう協議を行い、改めて議員間の認識の
共通化を図りました。また、重層的な質問を推進
するため、重複質問の調整を試行的に継続し、一
定のルール化が図れたことから、仮通告制度とし
て本導入し、重層的な質問の推進を図りました。
政策討議については、常任委員会毎にテーマを設
定しました。各テーマに沿った政策提言等を行う
ことを目的に、調査研究や委員間討議等を行い、
また、コロナ禍での新たな取り組みとしてオンラ
インでの意見交換も行いました。また、各常任委
員会のこれまでの取組状況について全議員で情報
の共有をするなど、充実した討議の推進を図りま
した。

一般質問における重層的な
質問の推進を目的とした重
複質問の調整は、全国的に
みて先進的な取り組みで、
実例も少ないため、重層的
な質問の推進の目的のため
に導入した仮通告制度の運
用については、改善点がな
いかなど引き続き検討が必
要なことが考えられます。

重複質問の調整の実績を踏
まえ、改善が必要な場合
は、適宜検討を行います。

Ｐ２３ 第８条 議会の責務 ４ 議会の権能の適切な行使の推進

条例制定、市長等の事務執行の監視、政策提言など議会に
付与された権能を適切に行使するため、それに資する議員
研修の充実、議会図書室の充実、政務活動費を有効活用し
ての研修等への積極的な参加及び議会事務局の機能の充実
を図ります。
また、条例制定や政策提言につながる取組として、茅ヶ崎
市議会基本条例の規定に基づき、政策討議に継続的に取り
組みます。

議会事務局

限られた予算の中で、インターネットでも閲覧可
能な白書などの購入を休止しつつ、近年クローズ
アップされているＤＸやＩＣＴに関する書籍を購
入するなど議会図書室の充実を図りました。ま
た、コロナ禍においても安心して参加することが
可能なオンラインによる研修について議員への周
知に努め、政務活動費を活用した参加もありまし
た。
なお、継続的な政策討議の取り組みについては、
充実した討議の推進に記載したとおりです。

コロナ禍により議員研修の
実施を見送ったことから、
次年度は議員研修の実施を
実現する必要があります。

議員の意向も踏まえつつ、
コロナ禍においても実施可
能な手法も視野に入れ、議
員研修の内容及び実施手法
を検討します。

Ｐ２３ 第８条 議会の責務 ５
市民参加の推進
(※別シート①)

茅ヶ崎市議会基本条例の規定に基づき、議会報告会及び意
見交換会を定期的に開催するとともに、運営方法の検証や
改善に取り組みます。
また、請願・陳情の審査に当たり、請願者・陳情者から趣
旨説明の申出があったときは、委員会での審査中に趣旨説
明の機会を設けます。

議会事務局

意見交換会については、これまで議員席と市民席
を２分するレイアウトにより対面方式で行ってい
た開催手法を見直し、グループ形式に変更して開
催すべく、先進事例の調査研究を踏まえて開催要
領を刷新しました。年２回の実施を予定していた
ところ、前期の意見交換会は新型コロナウイルス
感染症の感染状況により中止となりましたが、後
期は感染状況が落ち着いたことから感染症対策を
講じたうえで安全に開催することができました。
請願・陳情の審査にあたっては、請願者・陳情者
から趣旨説明の申出があったときは、委員会での
審査中に趣旨説明の機会を設けて市民参加の推進
を図りました。

新型コロナウイルス感染症
の感染状況が収束に至らな
ければ、対面での議会報告
会・意見交換会は次年度以
降も開催できない可能性が
あります。

意見交換会は対面での実施
を想定しているため、新型
コロナウイルス感染症の影
響により中止となる可能性
がありますが、感染状況を
見極めたうえで、できる限
り安全に開催できるように
感染症対策を講じるととも
に市民への分かりやすい情
報発信に努めます。

Ｐ２３ 第８条 議会の責務 ６
広報・広聴活動の推進
(※別シート①)

議会だより、本会議・委員会のインターネット中継、議会
ホームページ、議会報告会、意見交換会その他の媒体や機
会を活用し、広報・広聴活動の充実を図ります。

議会事務局

紙媒体の取組みとしては、年に４回の定例会毎に
議会だよりを発行して定例会での審議内容や議会
に関する情報を広く市民に広報しました。電子媒
体では、本会議・委員会のインターネット中継及
び録画配信を行ったほか、ホームぺージやＳＮ
Ｓ、デジタルサイネージ等を利用して情報発信に
努めました。
議会報告会については、対面で実施する代替手段
として、茅ヶ崎市議会YouTubeチャンネルを開設
し、議会報告に関する動画をＷＥＢ配信しまし
た。

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 ７ 地域の抱える課題や市民の意見及び要望の把握
市が計画等を策定する際の意見交換会や説明会、地域の市
民集会等により、対話を通じて市の考え方を伝えるととも
に、地域の課題や市民の要望等の把握に努めます。

秘書広報課

コロナ禍により直接対話する機会は減少しました
が、書面やオンライン、その他様々な機会等を通
じて、市の考え方を伝えるとともに、地域の課題
や市民の要望等の把握に努めました。

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 ８ 市長会その他都市関係会議等への参加
地域課題の解決や市民の要望等を踏まえた市政運営の実現
をめざし、先進事例の取組の把握や情報収集、国及び県へ
の要望活動を行うため、市長会等への会議に参加します。

秘書広報課

コロナ禍により対面での会議等は減少しました
が、オンライン等で市長会や関係機関等の会議に
参加し、情報収集や国県への要望活動等を行いま
した。

参考資料２　取組確認シート２　「条例に規定された事項を推進するための取組」

参考資料２別紙（１）「第７条に規定された事項を推進するための取組結果」参照
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推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 ９ 透明性のある市政運営及び政治倫理の向上

市長の日々の動向や交際費の支出状況を公開し、透明性の
ある開かれた市政運営を行うとともに、自己の保有する資
産等を定められた時期に公開することで、政治倫理の向上
に努めます。

秘書広報課

市長の日々の動向は、日ごとに市ホームページと
神奈川新聞に掲載しており、交際費の支出状況
は、月ごとに市ホームページ上で公開いたしまし
た。また、自己の保有する資産等を「茅ヶ崎市長
の資産等の公開に関する条例」に基づき定められ
た時期に公開いたしました。

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 １０ 特定の政策課題についての調査研究及び調整
緊急性、重要性が高い特定の政策課題について、情報収集
や調査研究を行い、行政施策の方向性を定めるための総合
的な調整を行います。

企画経営課

新型コロナ対策として、新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金の活用について全庁的
な調整を行い、市内事業者への支援やGIGAスクー
ル構想の推進等の取り組みを実施しました。

緊急性、重要性が高い政策
課題については、即応性が
求められるため、短い期間
で政策を立案し実施する必
要があります。

様々な状況に対応するた
め、平時より、先進事例等
を参考とした様々な政策の
立案を促進します。

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 １１
職員の育成
(※別シート②）

地域の課題及び市民の多様な意見に的確に対応するために
必要となる知識及び能力を持った職員の育成に努めます。

職員課
職員がその職務の遂行のために必要な知識を習得
し、及び能力を向上させる風土をつくるため、研
修を実施しました。

新型コロナウイルスの関係
で一部の研修が中止とな
り、今後実施方法等につい
て検討する必要がありま
す。

・オンライン研修の活用を
します。
・OJT（職場内研修）の推進
をします。

Ｐ２５ 第１０条 市長の責務 １２ 施政方針の公表

行政運営の基本方針である＊施政方針を自治基本条例第１
０条第４項の規定に基づき公表する旨の一文を加え、毎年
度（新たな年度が始まる前）公表します。
＊　市長の市政運営に対する基本的な考えや予算及び施策
の概要を示すもの

企画経営課

令和4年度施政方針を策定し、令和4年第1回市議会
定例会にて市長が演説を行うとともに、市ホーム
ページや広報紙への掲載、各施設での配架を行う
ことで、広く市民へ公表しました。

施政方針を広く市民にお知
らせし、開かれた行政運営
を行う必要があります。

より広く市民に周知するた
めの広報手法を検討してま
いります。

Ｐ２７ 第１１条 職員の責務 １３
自治基本条例の職員への周知
(※別シート③)

職員が自治基本条例を遵守し、条例にのっとった取組がで
きるよう、職員に対する研修を行います。

行政総務課

令和３年４月及び１０月に新採用研修を、令和４
年２月に、条例第１６条に規定する「市民参加」
に焦点を当てた監督職研修及び条例を意識し日々
の業務を遂行するという意識啓発のために全職員
研修を実施しました。
また、令和３年７月、８月、１０月、令和４年２
月に全課かい宛てに自治基本条例に関する通知を
発出し、継続的に職員の意識啓発を図りました。

研修で得た知識を実践に繋
げていくことが課題と考え
ています。

ＯＪＴなどを通じ研修で得
た知識を実践に生かせるよ
うにします。

Ｐ２７ 第１１条 職員の責務 １４ 服務の宣誓

地方公務員法第３１条の規定に基づく茅ヶ崎市職員の服務
に関する条例により、職員の採用時において公務を民主的
かつ能率的に運営すべき責務等を自覚させるため、宣誓を
行います。

職員課

地方公務員法第３１条の規定に基づく茅ヶ崎市職
員の服務に関する条例により、職員の採用時にお
いて公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務等
を自覚させるため、宣誓書の提出を行いました。

Ｐ２７ 第１１条 職員の責務 １５
職員の自己啓発に対する支援
(※別シート③)

職員の能力開発の基本である自己啓発を奨励し、自ら学ぶ
環境づくりに努めるとともに、自己啓発の成果が出せるよ
う支援を行います。

職員課

職員がその職務の遂行のために必要な知識を習得
し、及び能力を向上させる風土をつくるため、研
修の実施や自主研究グループの募集等を行いまし
た。

新型コロナウイルスの関係
で一部の研修が中止とな
り、今後実施方法等につい
て検討する必要がありま
す。

・オンライン研修の活用を
します。
・OJT（職場内研修）の推進
をします。

Ｐ２７ 第１１条 職員の責務 １６ 学習する風土づくりの推進
職員一人ひとりの学習意欲を高めていくために効果的な職
場全体での学習風土づくりを推進します。

職員課

職員がその職務の遂行のために必要な知識を習得
し、及び能力を向上させる風土をつくるため、研
修の実施や自主研究グループの募集等を行いまし
た。

Ｐ２７ 第１１条 職員の責務 １７ 部局横断的な検討組織
地域の課題解決や市民サービスの向上を図るため、必要に
応じて部局横断的な検討組織を設置します。

全ての課
（行政総務課）

Ｐ３１ 第１３条 説明責任 １８
情報公開制度の適正な運用
(※別シート④)

市政を市民に説明する責務を全うするため、行政文書の公
開を請求する権利を定めた茅ヶ崎市情報公開条例の規定に
基づき、行政文書を公開します。

行政総務課

令和３年４月の公文書等管理条例施行に当たり、
「行政文書」についての定義を改め、所要の規定
を整備するため、情報公開条例及び同施行規則の
改正を行い、「ちがさきの情報公開ハンドブッ
ク」についても改定し、全課かいに周知を行いま
した。
職員研修については、新採用職員研修のほか、録
音データの公開についてや、行政文書の管理と情
報公開請求について等、その時の状況に応じ必要
な課題について、職員への研修を実施しました。
また、問い合わせが多い内容については、全課か
いに通知を行う等、統一的な運用ができるように
努めました。

行政文書の作成及び管理に
対する職員の意識に差が見
受けられるため、情報公開
請求を受けたときに文書の
特定や非公開情報の判断に
苦慮することがあります。

情報公開請求について、行
政文書の適正な作成及び管
理を踏まえた研修等を実施
し、職員への意識啓発を図
ります。

Ｐ３１ 第１３条 説明責任 １９ 特定歴史公文書等利用制度の適正な運用

市の有する諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務を
全うするため、特定歴史公文書等の利用を請求する権利を
定めた茅ヶ崎市公文書等管理条例の規定に基づき、特定歴
史公文書等を市民の利用に供します。

文化生涯学習課
市民の利用に供するため、目録の整備及び公開を
進めました。また、市ホームページ内に特定歴史
公文書等のページを作成しました。

市民の利用を図ります。
市民の利用を促進するため
の周知を図ります。

Ｐ３１ 第１３条 説明責任 ２０
パブリックコメント手続 きの実施
(※別シート④)

条例又は政策等の案を公表して広く市民に意見を求め、提
出された意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表し
ます。

市民自治推進課
条例又は政策等の案を公表して広く市民に意見を
求め、提出された意見の概要及びこれに対する市
の考え方を公表しました。

参考資料２別紙（２）「第11条に規定された事項を推進するための取組結果」参照
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推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ３３ 第１４条 情報共有 ２１
市政情報の公表及び提供
(※別シート⑤)

茅ヶ崎市情報公開条例に基づき公開手続を適正に行うとと
もに、市政情報を公表し、又は提供します。

行政総務課
「市政情報の公表及び提供の推進に関する要綱」
に基づき、「市政情報公表一覧表」を年４回公表
しました。

公表一覧表の作成が年４回
であることから、計画の策
定や変更、条例の改廃等の
情報発信のタイミングと合
わず、一覧表への掲載が遅
れてしまうことがありま
す。

計画の策定や変更、条例の
改廃等の情報を把握し、担
当課と公表一覧表に掲載す
る時期について事前に協議
を行います。

Ｐ３３ 第１４条 情報共有 ２２ 市政情報コーナーの充実
市役所本庁舎１階に市政情報コーナーを設置し、資料の収
集、閲覧及び貸出等を行うとともに、一部刊行物を有償で
頒布します。

行政総務課

市政情報コーナーに配架している約１，５００タ
イトルの行政資料を容易に検索できるよう目録を
作成し、資料や棚を色で分類する等、分かりやす
い配架に努めました。

各課かいが発行する行政資
料について、市政情報コー
ナーに配架の依頼がないた
め、配架されない又は目録
に追加されていないことが
あります。

市政情報コーナーの利便性
を高めるため、行政資料を
発行したときは市政情報
コーナーで配架していただ
くことについて、周知を図
ります。

Ｐ３３ 第１４条 情報共有 ２３ 広報媒体へのニーズに合わせた情報の掲載

広報紙、市ホームページへの掲載等により市政情報を公
表、提供します。各職員が担当する事業をＰＲするにあた
り、広報を戦略的に推進するためのガイドラインを念頭に
置き、それぞれのターゲットを絞って、①発信する情報の
内容②表現方法③発信する広報媒体－などの使い分けを意
識するよう努めます。

秘書広報課

広報紙や市ホームページなど様々な媒体を活用し
市政情報を発信しました。その中でも、新型コロ
ナなどのタイムリーな広報は、できる限り短く簡
潔な文章とし、あわせて印象に残る画像なども活
用し、一目で分かるよう意識しました。

コロナ禍などのさまざまな
外的要因により、日々変わ
りゆく広報媒体へのニーズ
を的確に把握することが課
題と考えています。

情報感度を高め、ニーズの
把握に努めるとともに、受
け手に合わせた適切な媒体
での発信に取り組みます。

Ｐ３３ 第１４条 情報共有 ２４
附属機関等の会議の公開
(※別シート⑤)

市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政を推進する
ため、非公開情報の審議等を行う場合等を除き、附属機関
等の会議を公開します。

行政総務課

自治基本条例第１４条第３号及び茅ヶ崎市附属機
関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関
する要綱に基づき、会議を公開しました。
市民に対しては、公開で行う会議を傍聴できるよ
う、市ホームページ等で会議の開催日時等を会議
当日の２週間前から公表しました。
コロナ禍で対面での会議が開催できず、書面での
報告とした案件についても、会議資料及び委員か
らの意見等について市ホームページ等で公開をし
ました。

コロナ禍による会議の開催
方法の変更等があり、公表
内容に変更が生じる事例が
ありました。

開催方法が変更になった場
合は、即時に公表内容を変
更するとともに、変更した
旨を併記し、変更となった
ことを分かりyaすく情報提
供するよう努めます。

Ｐ３５ 第１５条 情報の管理等 ２５ 行政文書及び特定歴史公文書等の適正・適切な管理
茅ヶ崎市公文書等管理条例に基づき、行政文書を適正に管
理し、及び特定歴史公文書等を適切に保存します。

文書法務課・文化生涯学習課

令和３年５月、６月及び１２月に研修を行いまし
た。
９月に行政文書の保管状況の調査を行うととも
に、１２月に行政文書の管理状況について自己点
検を行いました。（文書法務課）
職員研修や通知などを通して、庁内の周知をはか
り、適切な保存・利用をすすめました。（文化生
涯学習課）

１月、２月にも研修を予定
していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響に
より中止しました。
文書管理点検において、一
部の項目について十分にで
きていない課かいがありま
した。（文書法務課）
歴史公文書等の、選別の醸
成と引継時の円滑化を図る
ことが課題です。（文化生
涯学習課）

中止した研修の一部につい
ては令和４年に実施しま
す。
研修等を通じて行政文書の
適正な管理がされるように
します。（文書法務課）
関係課かいである、行政総
務課・文書法務課と連携
し、継続的な研修を実施し
ます。（文化生涯学習課）

Ｐ３５ 第１５条 情報の管理等 ２６
個人情報保護制度の適正な運用
(※別シート⑥)

茅ヶ崎市個人情報保護条例に基づき、個人情報の漏えい、
滅失及び毀損の防止を図る等、個人情報を適切に管理しま
す。

行政総務課

令和３年４月の公文書等管理条例施行に当たり、
「行政文書」についての定義を改め、所要の規定
を整備するため、個人情報保護条例及び同施行規
則の改正を行い、「ちがさきの個人情報保護ハン
ドブック」についても改定し、全課かいに周知を
行いました。
職員研修については、新採用職員研修、危機管理
研修を実施すると共に、全職員に対して個人情報
の適正な取扱いと情報セキュリティの研修を実施
しました。
漏えい事故発生時には、「茅ヶ崎市保有個人情報
等の管理に関する要綱」に基づき、迅速に報告を
行い、再発防止のため助言を行いました。
令和５年の個人情報保護法改正に伴う個人情報保
護制度の見直しに関して、関係課かいと調整を行
うとともに、審議会に諮問し、個人情報保護条例
の改廃について検討を行いました。

職員の不注意による個人情
報の紛失や誤送付等、不適
切な取扱いが発生していま
す。

職員研修や庁内通知によ
り、職員への注意喚起を定
期的に行い、職員の意識啓
発を行います。

Ｐ３５ 第１５条 情報の管理等 ２７ 情報セキュリティ対策の充実
茅ヶ崎市情報セキュリティ基本方針及び茅ヶ崎市情報セ
キュリティ対策基準に基づき情報セキュリティ対策の充実
に努めます。

情報推進課

全職員を対象にした情報セキュリティ研修を行う
とともに、保有個人情報の適切な取扱いに関する
自己点検や、各課かいが本市の情報セキュリティ
指針等に沿った運用を行うことができているか確
認を行うための外部監査を実施しました。

ＩＣＴは日進月歩であるた
め、情報セキュリティ対策
も変化に合わせて適切に対
応していく必要がありま
す。

最新のＩＣＴや情報セキュ
リティについての情報収集
を常に行い、必要な対策を
実施していきます。
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推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ３７ 第１６条 市民参加 ２８
市民参加手続の適正な運用
(※別シート⑦)

茅ヶ崎市市民参加条例に基づき、「職員のための市民参加
手続ガイド」や職員研修等を通じて、職員一人一人の意識
向上と、意見の扱い方、提案者への返答などを含めた、市
民参加手続の統一的な運用に努めます。

市民自治推進課
「職員のための市民参加手続ガイド」や職員研修
等を活用し、市民参加手続の統一的な運用に努め
ました。

Ｐ３７ 第１６条 市民参加 ２９ 市民参加の推進・啓発

茅ヶ崎市市民参加条例に基づき、市民参加に関する情報の
発信にあたっては、受け手のニーズに合わせて多様な媒体
を用いることを検討し市民参加の機会の周知を図ります。
また、インターネット、ソーシャルメディアを用いた市民
参加の機会の充実に取り組みます。

市民自治推進課
インターネット、ソーシャルメディアを用いた市
民参加の機会の充実に取り組みました。

Ｐ３９ 第１７条 政策法務 ３０ 政策法務の推進
職員の政策法務能力の向上を図るため、研修を実施しま
す。

文書法務課
令和４年２月に研修の実施を予定していました
が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
としました。

取組を実施できませんでし
た。

研修の開催方法等を工夫
し、実施します。

Ｐ３９ 第１７条 政策法務 ３１ 条例（案）、規則（案）等の審査
条例、規則等の制定改廃に当たり、その内容が、法令等と
の関係において適当か、適切に表現されているか、自治基
本条例の趣旨に照らして問題はないかなどを審査します。

文書法務課
条例、規則等の制定改廃に当たり、各案の審査を
随時適切に実施しました。（令和３年実績：条例
３９件、規則５０件、告示１５件、訓令１４件）

Ｐ４０ 第１８条 総合計画等 ３２ 総合計画の進行管理
令和３年度を始期とする総合計画に掲げる将来の都市像及
び政策目標の実現に向けて進行管理を行います。

企画経営課
新型コロナの影響により2年間策定を延期した前期
実施計画に代わり、単年度の令和4年度事業実施方
針を策定し、行政運営を進めました。

将来の都市像及び政策目標
を実現するためには、中期
的な視点で行政運営を進め
る必要があります。

策定を延期した前期実施計
画を策定します。

Ｐ４０ 第１８条 総合計画等 ３３ 総合計画の在り方に関する議論

平成２３年の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改
正により、基本構想の策定義務が廃止されていることや、
市民意識を踏まえ、本市にとってふさわしい総合計画の在
り方について議論していきます。

企画経営課

令和5年度から7年度を計画期間とする前期実施計
画の策定に向け、市民意識調査を行い、市民のま
ちづくりに対する考えや生活実感を調査しまし
た。

予測されている人口減少や
少子高齢化の進行、価値観
やライフスタイルの多様化
等、社会の変化を的確に捉
え、柔軟に対応していかな
ければなりません。

総合計画審議会等の機会を
的確に捉え、有識者や市民
との双方向のコミュニケー
ションを重ねることで、本
市にふさわしい総合計画の
在り方を議論します。

Ｐ４１ 第１９条 財政運営等 ３４ 的確な財政見通しに基づく財政の運営及び公表

総合計画事業の採択や予算編成の基礎となる財政見通しを
的確に策定するとともに、策定した財政見通しを踏まえ、
市民の求める事業に対して適切に財源を配分します。
また、茅ヶ崎市財政状況の公表に関する条例等に基づき、
財政状況のわかりやすい公表に努めます。

財政課

広報紙やホームページへ財政状況等を掲載し、市
民の視点に立ち、知りたいと思われる情報を中心
に分かりやすく記載をするよう努めました。
財務書類の公表に当たっては、より理解しやすく
なるよう用語等の説明を行い、作成した財務書類
の分析結果や今後の活用の方向性を示し、財務書
類の有用性、有効性を高めました。

市民からは、もっと必要な
情報を開示してほしいとい
う意見も聞かれる。

引き続き、わかりやすい公
表になるよう取り組みま
す。

Ｐ４２ 第２０条 行政評価 ３５ 外部視点を取り入れた評価方法の検討
茅ヶ崎市総合計画（計画期間：令和３年度から令和１２年
度まで）の評価をモデルとして、行政評価への外部視点の
導入手法を検討します。

企画経営課

総合計画における行政評価について、国が所管す
る証拠に基づく政策立案（EBPM）の研究会等から
知見を得て、行政評価の基礎となる内部評価手法
について研究を深めました。

将来の都市像の実現に向
け、外部評価を含めた効果
的な行政評価手法の確立が
求められています。

他市町村の優良事例などを
調査・研究し、効果的な導
入手法を検討します。

Ｐ４２ 第２０条 行政評価 ３６ 行政評価制度の適正な運用
茅ヶ崎市総合計画に掲げる将来の都市像及び政策目標の実
現に向けて、行政評価制度を適正に運用し、評価の結果を
政策等に反映します。

企画経営課

証拠に基づく政策立案（EBPM）の知見を得るた
め、国が所管するEBPMの研究会やセミナーに参加
するほか、市町村アカデミーへ職員を派遣し、
データ分析手法の調査研究を深めました。

評価の仕組みに、いかに効
果的にEBPMの考え方を取り
組んでいくかが課題である
と認識しています。

国や県においても、EBPMに
積極的に取り組むことを掲
げていることから、引き続
き具体的な知見の調査研究
を行います。

Ｐ４３ 第２１条 行政手続 ３７ 行政手続制度の適正な運用
申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分
基準、行政指導指針等を適切に定めます。

文書法務課
申請に対する処分の審査基準、不利益処分の処分
基準及び行政指導の指針等の定期的な見直しを令
和３年９月に実施しました。

Ｐ４４ 第２２条 苦情等への対応 ３８
陳情・要望・苦情等への対応
(※別シート⑧)

市に寄せられる苦情等の状況を速やかに確認し、必要に応
じて、政策に反映し又は業務を改善するとともに、市に寄
せられた苦情等の内容や苦情等に対する市の対応を取りま
とめて公表します。

市民相談課
市に寄せられた苦情等については、所管課で適宜
記録し、四半期ごとに市民相談課で取りまとめ、
公表しました。

苦情等が適切に報告される
体制づくりが課題です。

職員研修を実施し、制度の
周知徹底と意識の向上を図
りました。

Ｐ４５ 第２３条 監査 ３９
適切な監査の実施と分かりやすく速やかな結果の公
表
(※別シート⑨)

定期監査、例月出納検査及び決算審査等の定期的に行うこ
とが定められている監査のほか、財政援助団体等監査や行
政監査等必要な監査を適切に実施します。また、適切な監
査を実施するため、研修等を通じ、事務局職員の監査能力
の向上を図ります。
監査の結果を、できる限り平易な文章で記載するなど、市
ホームページ等で分かりやすく速やかに公表するととも
に、毎年度監査結果のまとめとして監査年報を作成し公表
します。

監査事務局

定期監査、例月出納検査及び決算審査等の定期的
に行うことが定められている監査のほか、必要な
監査を監査計画のとおりに実施しました。
また、監査の結果を市ホームページ等で分かりや
すく速やかに公表するとともに、監査結果のまと
めとして９月に監査年報を作成し公表しました。

Ｐ４６ 第２４条 職員通報 ４０
職員通報制度の適正な運用
(※別シート⑩)

職員からの通報の受付、調査及び関係機関等への報告等を
適正に行います。

行政総務課
二ヶ月に一度、職員通報制度の概要及び外部通報
窓口の開設日を各課かいに周知しています。

Ｐ４７ 第２５条 コミュニティ ４１ コミュニティの推進
各種団体等の参画による地域課題等についての協議の場づ
くりやその活動を支援し、地域力の向上を図り、市民主体
のまちづくりを推進します。

市民自治推進課
各種団体等の参画による地域課題等についての協
議の場づくりやその活動を支援し、地域力の向上
を図り、市民主体のまちづくりを推進しました。
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推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ４７ 第２５条 コミュニティ ４２ コミュニティへの支援
コミュニティ活動に必要な設備の整備等に係る費用の一部
を支援します。

市民自治推進課
コミュニティ活動に必要な設備の整備等に係る費
用の一部を支援します。

Ｐ４７ 第２５条 コミュニティ ４３ 自治会活動の支援 自治会活動が円滑に行われるように補助します。 市民自治推進課 自治会活動が円滑に行われるように補助します。

Ｐ４８ 第２６条 協働 ４４
多様な主体との協働事業の推進
(※別シート⑪)

市民活動団体等と行政とがパートナーシップに基づき、互
いの特性及び役割を理解しながら、協働して事業を実施す
るための環境整備を行います。

市民自治推進課・行政改革推進室

市民活動団体等と行政とがパートナーシップに基
づき、互いの特性及び役割を理解しながら、協働
して事業を実施するため、職員向けの手引きであ
る「協働のガイドライン」を一部改定しました。

Ｐ４９ 第２７条 市民活動の推進 ４５
市民活動団体の支援
(※別シート⑫)

市民活動団体の自主的、公益的活動に対する財政的な支援
を行います。

市民自治推進課
市民活動推進補助事業として、市民活動団体が自
主的に実施する公益的な６事業を財政的に支援し
ました。

Ｐ４９ 第２７条 市民活動の推進 ４６ 市民活動サポートセンターの管理運営
市民活動団体の活動の拠点として、また支援のための施設
としての市民活動サポートセンターの管理運営を行いま
す。

市民自治推進課
市民活動団体の活動の拠点として、また支援のた
めの施設としての市民活動サポートセンターの管
理運営を行いました。

Ｐ４９ 第２７条 市民活動の推進 ４７ 市民活動推進補助事業の審査及び評価

附属機関である市民活動推進委員会において、市民活動の
推進に関する施策の検討を行うとともに、市長からの諮問
に基づいて、市民活動推進補助事業に係る事業の審査を行
います。

市民自治推進課

附属機関である市民活動推進委員会において、市
民活動の推進に関する施策の検討を行うととも
に、市長からの諮問に基づいて、市民活動推進補
助事業に係る事業の審査を行いました。

Ｐ４９ 第２７条 市民活動の推進 ４８ 市民活動等災害補償制度の運用
市民が自主的な活動を行っているときに発生した損害賠償
事故及び傷害事故の補償を行います。

市民自治推進課
市民が自主的な活動を行っているときに発生した
損害賠償事故及び傷害事故の補償を行いました。

Ｐ５０ 第２８条 住民投票 ４９ 住民投票制度の調査・研究
全国の住民投票の実施状況や住民投票条例の制定状況等の
調査・研究を行います。

行政総務課

平成３０年に「住民投票制度に関する市の考え
方」をまとめ、本市の住民投票制度に関する検討
については、一時中断することとしています。
他自治体での住民投票の実施状況や常設型住民投
票条例の制定状況など、昨今の住民投票制度を取
り巻く全国の状況について情報収集を行いまし
た。

Ｐ５１ 第２９条 国等との連携・協力 ５０ 国・県の施策・制度予算に関する要望
本市の施策の推進と当面の課題解決を図るため、国・県の
施策や予算等に関する要望活動を行っていきます。

企画経営課

令和４年度県の施策・制度・予算に関する要望に
おいて１５項目、令和５年度国への提言において7
項目を県・国に要望しました。加えて、各政党の
神奈川県議会議員団に対して、本市特有の要望事
項6項目を記載した要望書を提出しました。

国・県に対し、効果的な要
望活動を行わなければなり
ません。

引き続き、神奈川県市長会
との連携を深め、本市にお
いてより効果的な要望活動
に努めます。

Ｐ５１ 第２９条 国等との連携・協力 ５１ 湘南広域都市行政協議会との連携

藤沢市・寒川町及び茅ヶ崎市における共通の課題を解決
し、住民サービスの向上、地域の活性化並びに行政の合理
化、効率化を図るために、共同して調査研究を行い、広域
連携施策を推進します。

企画経営課

協議会の中の7つの部会と1つの分科会では、新型
コロナの影響で、会議や対面でのイベント等の多
くが実施できませんでしたが、一部の部会ではオ
ンライン会議システムを活用した会議やオンライ
ン配信での講演会等を実施し、2市1町共同で広域
連携施策を推進しました。

コロナ禍においては、対面
での会議の開催が難しい
く、2市1町の担当者同士の
率直な意見交換が行いにく
いため、積極的に広域連携
施策を推進することに課題
が生じています。

広域連携については、連携
すること自体を目的とする
のではなく、行政運営のひ
とつの手段として捉え、WEB
会議システム等を活用しな
がら、広域連携を検討し、
本市に必要な事業を効果的
に展開していきます。

Ｐ５１ 第２９条 国等との連携・協力 ５２ 県及び湘南地域との連携
県と湘南地域の連携を深め、諸課題の効果的な解決を図る
ため、県知事と湘南地域の市町長の懇談会において意見を
交換します。

企画経営課
新型コロナの感染拡大防止のため、県知事と湘南
地域5市3町の首長によるWEB会議システムを活用し
た首長懇談会を実施しました。

湘南地域5市3町は、人口規
模や財政状況がさまざまな
自治体で構成されており、
抱える課題が多岐にわたる
ことが、課題だと認識して
います。

5市3町のそれぞれの取り組
みを協議するだけでなく、5
市3町の自治体が一体となっ
て、取り組む事業について
協議し、連携のメリットを
活用していきます。

Ｐ５１ 第２９条 国等との連携・協力 ５３ 寒川町との連携

住民サービスの向上や事務の効率化、さらには相互の組織
強化を目指し、住民の通勤や通学、経済活動、住民活動等
が同一の圏域としてまとまり結びつきが強い寒川町と、
茅ヶ崎市・寒川町広域連携施策推進計画書に基づき、各種
の連携事業を実施するとともに、新たな広域連携施策の調
査研究を行います。

企画経営課

「茅ヶ崎市・寒川町広域連携施策推進計画」の第2
期に基づき、一部事業は新型コロナの影響により
中止や事業内容を縮小して実施しました。
具体的には、職員の人事交流や相互の情報発信、
消防広域化に向けた準備、保健医療対策・廃棄物
処理対策等の連絡調整体制の構築、感染防止対策
に取り組みながらの災害時を想定した合同訓練や
社会教育講座等を実施しました。

「茅ヶ崎市・寒川町広域連
携施策推進計画」第2期は令
和5年度までを計画期間とし
ていますが、その後の計画
のあり方について、検討す
べき課題であると認識して
います。

事業部門ごとに連携の強化
を進め、新たな施策・事業
の立案にあたり、寒川町と
の広域連携を選択肢のひと
つとして、検討できるよう
体制を整えていきます。
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推進方針
掲載ページ

条文 規定内容 № 取組名 取組の内容 担当課 実施した取組 課題 改善策

Ｐ５１ 第２９条 国等との連携・協力 ５４ 平塚市との連携

相模川と湘南海岸の恵まれた自然環境を共有する平塚市と
茅ヶ崎市の広域連携を推進することにより、両市の活発な
交流と市民サービスの向上を図ることを目的として各連携
事業に取り組みます。

企画経営課

令和3年度は、相模川左岸の堤防整備、図書館の相
互利用、広報紙相互掲載、オンラインでの合同職
員研修会を実施しました。
なお、新型コロナの影響から、合同防災訓練及び
産業間の交流と連携推進及び観光事業の調査・研
究は実施していません。

コロナが収束するまでは、
対面での交流が制限され、
さまざまな事業の中止をす
るなか、今後の「平塚市・
茅ヶ崎市広域連携推進協議
会」のあり方や連携の考え
方について、整理すべき課
題であると認識していま
す。

事業部門ごとに連携の強化
を進め、新たな施策・事業
の立案にあたり、平塚市と
の広域連携を選択肢のひと
つとして、検討できるよう
体制を整えていきます。

Ｐ５３ 第３０条 条例の検証等 ５５ 自治基本条例の推進
自治を推進するための取組の進行を管理するとともに、第
３０条の規定にのっとり、この条例の検証を行います。

行政総務課

各課かいにおける取組状況を把握し、条例を踏ま
えた業務の振返りや改善に繋げることを目的とし
て、「推進方針」に掲げた「６つのキーワード」
等及び「条文に規定された事項を推進するための
取組」の令和３年度の取組状況の確認を行いまし
た。毎年度の取組は次回の内部検証の資料としま
す。

各課かいの取組状況の回答
を取りまとめるにあたり、
量が膨大であり、分かりや
すい取りまとめの方法を検
討しました。
毎年度の検証を整理し、次
年度の取組に繋げる必要が
あります。

各課かいの取組が比較しや
すいよう、キーワードごと
に取りまとめる等、より見
やすい方法での作成に努め
た。
毎年度の検証の結果から、
課題を抽出し、次年度へ向
け改善策を検討します。

6



平成３０年 令和元年 令和２年

回数（参加人数） ４回(３７人) ２回(３２人) ０回

議会報告会の内容
予算特別委員会・決算特別委
員会での審査内容の報告

予算特別委員会・決算特別委
員会での審査内容の報告

なし

意見交換会のテーマ 議会全般に関すること
もっと身近な議会を目指して
～私が議会に期待すること～

なし

※令和２年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い開催を中止とした。

区　分 平成３０年 令和元年 令和２年

受理 26 30 19

取り下げ 1 0 2

委員会付託 20 9 9

参考配布 4 21 10

平成３０年 令和元年 令和２年

アクセス数 8,476 8,215 7,362

【第8条　議会の責務　NO.6関係】
　本会議、委員会のインターネット中継　担　当：議会事務局

【第8条　議会の責務　NO.6関係】
　陳情の受理及び付託　　担　当：議会事務局

【第8条　議会の責務　NO.5関係】
　議会報告会・意見交換会の開催状況　　担　当：議会事務局

別シート①別シート①



階層別研修 特別研修 派遣研修 その他

新採用職員 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ 市町村ｱｶﾃﾞﾐｰ

課長補佐職員 市町村研修ｾﾝﾀｰ

課長級職員 都市整備技術ｾﾝﾀｰ

会計年度任用職員 早稲田大学ﾏﾆﾌｪｽﾄ研究所

民間企業等派遣

その他各種団体

講
座
名
・
派
遣
先
等

【第10条　市長の責務　NO.11関係】
　職員研修実績（令和２年度）　　担　当：職員課

別シート②別シート②



階　層 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

新採用職員 2 2 2

主査・副主査級職員 1 1 1

課長補佐・担当主査級職員 1 1 1

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実施回数 １回 １回 １回

実施期間
平成３１年１月９日

～３１日
令和２年１月６日

～３０日
令和２年１２月１７日

～１月２２日

種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

一般研修(階層別、特別研修） 45 45 5

派遣研修 184 85 13

自主研究グループ 3 2 0

【第11条　職員の責務　NO.13関係】
　自治基本条例階層別職員研修の実施状況　　担　当：行政総務課

【第11条　職員の責務　NO.13関係】
　自治基本条例に関する各課かいの取組状況等調査　　担　当：行政総務課

【第11条　職員の責務　NO.15関係】
　研修別講座及び自主研究グループ　担　当：職員課
　　　　　　　　　（「人事行政運営等の状況」参照）

別シート③別シート③



区　分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

公開 33 22 20

一部公開 91 73 43

非公開 12 5 7

計 136 100 70

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実施件数 11 15 14

【第13条　説明責任　NO.18関係】
　情報公開制度の運用状況　　担　当：行政総務課
               （「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護制度の運用状況報告書」参照）

【第13条　説明責任　NO.20関係】
　パブリックコメント手続の実施状況
               担　当：市民自治推進課（「市民参加条例の施行状況等調査」参照）

別シート④別シート④



種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

道路位置指定図の写しの交付 1,991 2,245 2,216

建築計画概要書の写しの交付 2,268 2,276 2,140

都市計画概要図の写しの交付 2,678 2,793 2,651

公共下水道台帳の写しの交付 7,827 8,906 8,536

工事設計書 266 278 325

区　分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

開催回数 578 593 463

公開 158 178 117

非公開（一部公開含む） 420 415 346

令和３年１月現在　 令和４年１月現在　

118 111

【第14条　情報共有　NO.21関係】
　工事等の入札に関わる設計の内訳書の情報提供   担　当：行政総務課
                （「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護制度の運用状況報告書」参照）

【第14条　情報共有　NO.24関係】
　附属機関等の会議の公開状況　　担　当：行政総務課
                                         （「附属機関等の運営状況調査」参照）

【第14条　情報共有　NO.21関係】
　市政情報公表一覧表の掲載計画数　　担　当：行政総務課

別シート⑤別シート⑤



区　分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

開示 43 30 39

一部公開 15 9 7

非開示 1 3 5

その他 － 1 －

合計 59 43 51

【第15条　情報の管理等　NO.26関係】
　個人情報保護制度の運用状況　　担　当：行政総務課
               （「茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護制度の運用状況報告書」参照）

別シート⑥別シート⑥



種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

意見交換会、交換討論会、
シンポジウム、説明会等

35 30 3

アンケート 36 38 18

ヒアリング 3 5 1

パブリックコメント手続き 11 15 14

政策提案手続 1 4 0

審議会等の委員への市民の選任 20 12 12

その他 7 9 4

【第16条　市民参加　NO.28関係】
　市民参加の実施状況　　担　当：市民自治推進課（「市民参加条例の施行状況」参照）

別シート⑦別シート⑦



区　分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

苦情等の件数 3,026 2,204 2,865

苦情等による業務改善件数 21 11 21

職員に対する苦情等の件数 64 37 40

【第22条　苦情等への対応　NO.38関係】
　苦情等の対応状況　　担　当：市民相談課（「苦情等対応報告書」参照）

別シート⑧別シート⑧



種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

定期監査 ３２課 ３８課 ２１課

定期監査（学校） １６校 １６校 １６校

種　類

財政援助団体等監査

例月出納検査

決算審査

健全化判断比率等審査

【第23条　監査　NO.39関係】
　定期監査の実施状況　　担　当：監査事務局

【第23条　監査　NO.39関係】
　その他令和２年度に実施した監査　　担　当：監査事務局

健全化判断比率、資金不足比率

対　象

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
児童クラブ（第１ブロック）指定管理者　特定非営利活動法人　ちがさき学童保育の会

現金出納状況

一般会計、特別会計、公共下水道事業会計、病院事業会計

別シート⑨別シート⑨



区　分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

通報件数 1 2 1

調査中件数 1 2 0

外部窓口の相談件数 4 1 3

【第24条　職員通報　NO.40関係】
　職員通報の運用状況　　担　当：行政総務課（「職員通報制度運用状況」参照）

別シート⑩別シート⑩



種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

事業協力 155 172 71

協働推進事業 7 2 0

委託（協働委託） 52 53 22

共催 62 71 31

実行委員会 23 16 2

指定管理者 22 22 22

合計 321 336 148

【第26条　協働　NO.44関係】
　非営利団体等との連携及び協働による事業　　担　当：市民自治推進課、行政改革推進室

別シート⑪



種　別 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

掲載件数 333 338 349

【第27条　市民活動の推進　NO.45関係】
　ちがさき市民活動団体ガイドブック掲載団体数　　担　当：市民自治推進課

別シート⑫


